
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社員の副業・アルバイトを認める場合の留意点 

◆不況による影響 
金融危機に端を発する昨年来の不況により、各企業

における「派遣社員の解雇」、「有期契約労働者の雇止

め」、「一時帰休」、「希望退職・早期退職」、「退職勧奨」

「整理解雇」の実施などが数多く報じられています。

また、「給与カット」「賞与カット」などを実施すると

ころもあり、これらは社員の生活に関わるため、大き

な問題となっています。 
給与カット・賞与カットによる社員の収入減に対応

する施策の１つとして、従来は認めていなかった「副

業」や「アルバイト」を容認する企業が徐々に増えて

いるようです。社員に副業・アルバイトを認めること

により、減った分の給与を補填してもらうのが狙いで

す。 
 
◆会社にとっての選択肢 
これまで社員に副業・アルバイトを認めていなかっ

た（いわゆる「兼業禁止規定」を置いていた）会社が

これらを認める場合の選択肢としては、以下の３つが

考えられます。 
（１）「会社による許可制」として認める。 
（２）「会社への届出制」として認める。 
（３）「完全解禁」として認める。 
上記のいずれを選択するにしても、会社の就業規則

や社内規定を整備し、社員の副業・アルバイトを認め

る場合の基準をはっきりと社員に示しておかなければ

なりません。 
また、副業・アルバイトを認める場合でも、期限を

決めて認めるのか、今後はずっと認めるのかを決めて

おくべきです。 
 

◆認める場合の留意点 
副業・アルバイトを認めるとしても、注意しな

ければならない点がいくつかあります。 
１つは、「自社の業務と競合するような会社で

の副業・アルバイトは禁止する」ということが考

えられます。自社の社員を競合会社で働かせるこ

とにより、自社の営業秘密やノウハウなどが他社

に漏れる可能性があるからです。 
もう１つは、「疲労やストレスなどを溜めさせ

ない」ということです。副業・アルバイトを認め

てトータルの労働時間が長くなることによって、

社員に疲労・ストレスが溜まり、それにより自社

での仕事がおろそかになってしまっては、本末転

倒です。 
これらのリスク等も十分に検討したうえで、会

社の方針を決定しましょう。 

「短時間正社員」定着促進のための 
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◆就業意識・価値観の変化 
厚生労働省は、子育てや介護などで就業時間に

制約があっても正社員として働くことができる

「短時間正社員」を定着させるため、助成金制度

を今夏にも拡充する構えです。 
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私は短大で労働法を教えていますが、大学側

から学習意欲のない学生が多くなった、その理

由が少子化による大学全入制度にあり、学生の

質が下がったということでした。しかし、現実

に学生を受け入れている以上、原因を探っても

一般論（政治的社会的な問題）に終始し、現実

の問題としてはあまり意味があるとは思えませ

ん。モチベーションの低い学生にどう対処して

いくかについては、短大の技術系の大学ですの

で時間的な制約があり抜本的な解決策が見つか

らない状況にあります。私は、現実にはそうい

う学生と対峙している教師の姿勢、力量に負う

ところが大きいと考え、講義のやり方を平成 19
年は具体的な事例方式、平成 20年は毎回のミニ
テストを加え、今年はさらにグループ討議方式

を取り入れました。モチベーションが低く、後

ろを向いている学生に今年は何とか前を向かせ

ることができたのではないかと思っています。

ギャラの低いわりには、通常の企業研修より何

倍もエネルギーを使いくたびれますが、結果が

出るとそれ以上の喜びも感じることができます

ので、まっ、いいかと思っています。（大滝） 
 
少子化による弊害がいろいろなところに出て

きているのですね。グループ討議では自分の考

えていることを相手に理解してもらえるように

話す必要があるので最近の若い人に不足してい

るといわれるコミュニケーション能力をつける

のにも役立ったのではないでしょうか。（馬場） 

■ 当事務所よりひとこと 

様々な雇用形態が入り混じる現代で、就業意識や価値

観の変化により、個人の希望に応じた働き方を選択した

いという労働者が増加しています。 
 
◆「短時間正社員」の働き方 
短時間正社員は、「正社員」としての身分は変わりま

せん。１日の労働時間や１週間の労働日数をフルタイム

正社員より短くするものの、仕事はフルタイム正社員と

同じで、給与や賞与は働いた時間に比例して支払われ、

昇進は通常の正社員と同等に扱うなど、これらの点で非

正社員とは区別されるものです。 
現代では、個人の希望に応じた働き方を選択したいと

いう労働者が増加しており、中でも育児や介護の課題を

解決し、就業を継続しながら仕事と家庭の両立を目指す

手段としては有効な働き方と言えるでしょう。 
 
◆ワークシェアとの違い 
時短で働く方法としては「ワークシェアリング」の名

称が知られていますが、これは、仕事の総量を労働者で

分かち合うというもので、１人当たりの労働時間を減ら

すことによって企業全体での雇用を維持したり、様々な

業務ごとの短時間労働を組み合わせることによって雇

用機会を増やしたりすることにつながるというもので

す。 
これに対して、短時間正社員制度は、労働者の地位を

正社員と同じにするというもので、特に現在就労中の人

にとっては、現状の業務を続けやすいと言えるでしょ

う。 
 
◆国や企業に期待されること 
現在、企業が短時間正社員を導入する際、「短時間労

働者均衡待遇推進助成金」（パートタイマー均衡待遇推

進助成金）として最大 40万円を支給される制度があり
ます。この制度は、従来、短時間正社員を導入する際に、

１人でも複数人でも助成金額は同じでしたが、厚生労働

省は、今夏にも、人数に応じて金額を増やす仕組みを検

討しています。追加人数の上限は 10人を想定している
ようです。 

豊富な業務経験を持っていても就労条件が合

わないために働き続けることができなければ、労

働者のみならず企業にとっても大きな損失にな

りかねません。労働力を有効に活用するために、

国や企業には柔軟な対応が望まれるのではない

でしょうか。 


